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第１ 監査の概要 

 

 １ 監 査の種類   公の施設の指定管理者監査 

２ 監 査 対 象   社会福祉法人風薫会 

            福祉部介護・高齢福祉課（指定管理に関する事務の所管所属） 

３ 事前調査期間   平成２４年１２月１９日から平成２５年１月１６日まで 

４ 監 査 期 間   平成２５年１月１７日 

５ 監査対象年度   平成２３年度 

６ 監査対象事項   施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

７ 監 査 方 法    四日市市西老人福祉センターの指定管理者である社会福祉法人風薫会

に対して、公の施設の管理運営に係る平成２３年度における出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、担当者から説明を

聴取し、諸帳簿等について調査・確認するとともに、条例及び協定書等

に沿って適正な管理が行われているかに重点をおいて監査を実施した。 

             また、所管所属である福祉部介護・高齢福祉課に対しては、指定管理

者への指導監督が適切に行われているかに重点をおいて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  社会福祉法人風薫会 

代 表 者  理事長 大橋 秀行 

住  所  四日市市高砂町６番５号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市西老人福祉センター 

所  在  地 四日市市西坂部町１３９７番地１ 設置年月：昭和５５年５月 

指定管理期間 平成２３年４月１日～平成２６年３月３１日 

指定管理料 ２９，４１４，５１６円（平成２３年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

 収 入   ３０，７１５，７７６円 

 支 出   ３０，０５４，６７５円 

 収 支      ６６１，１０１円   

利 用 実 績 

年間利用者数 

 平成２１年度  ４７，６１３人 

 平成２２年度  ４５，０３７人（前年度比 ２，５７６人 減） 

  平成２３年度  ３８，３２７人（前年度比 ６，７１０人 減） 
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 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 使用許可、使用許可の取消し等に関すること。 

   イ 施設等の維持管理に関すること。 

   ウ その他、老人福祉センター事業に関すること。 

 

 ４ 収支状況 

                                      単位：円 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ０ ０ ０ 

指定管理料 ３０，２４８，０００ ２９，４１４，５１６ △８３３，４８４ 

その他収入 ２，２００，０００ １，３０１，２６０ △８９８，７４０ 

収入 計 ３２，４４８，０００ ３０，７１５，７７６ △１，７３２，２２４ 

人件費 １７，０００，０００ １５，５７０，１３４ △１，４２９，８６６ 

管理費 １４，８５８，０００ １４，１５５，９８４ △７０２，０１６ 

 消耗品費 ２６３，０００ １３６，０９１ △１２６，９０９ 

 燃料費 ８１２，０００ １，０４７，２６３ ２３５，２６３ 

 印刷製本費 ４，０００ ２，６３７ △１，３６３ 

 光熱水費 ６，０００，０００ ５，６５６，８７４ △３４３，１２６ 

 修繕料 １，３８６，０００ １，４３１，８４７ ４５，８４７ 

 通信運搬費 ５０，０００ ３８，５２４ △１１，４７６ 

 手数料 １３，０００ ７，０００ △６，０００ 

 保険料 ６８，０００ ５２，０７０ △１５，９３０ 

 委託料 ５，３８２，０００ ５，２５４，３０５ △１２７，６９５ 

 その他 ８８０，０００ ５２９，３７３ △３５０，６２７ 

事業費（ｿﾌﾄ事業等） ６０，０００ ６０，８１７ ８１７ 

一般管理費 ５３０，０００ ２６７，７４０ △２６２，２６０ 

支出 計 ３２，４４８，０００ ３０，０５４，６７５ △２，３９３，３２５ 

収  支 ０ ６６１，１０１ ６６１，１０１ 

 

第３ 監査の結果 

 

   監査の対象とした四日市市西老人福祉センターの指定管理者：社会福祉法人風薫会に対する

公の施設の管理に係る平成２３年度における出納その他の事務の執行状況及び同法人に対する

所管所属の指導状況等について監査した結果、次の指摘事項及び意見のとおり、是正又は改善

を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意するとと

もに、是正、改善を要するものについては、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、是正、改善等の措置を講じられたときは、遅滞なく通知されたい。 
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 １ 指摘事項 

 

【社会福祉法人風薫会】 

  特になし 

 

【福祉部介護・高齢福祉課】 

 （１）事業報告書について 

    基本協定書第３３条により事業報告書の提出期限は年度終了後３０日以内とされているが、

法人の総会が５月末であることから、期限内の提出がされていなかった。協定書の内容と実

態に齟齬が生じないよう改善をすること。                【是正事項】 

 

 ２ 意 見 

 

【社会福祉法人風薫会】 

 （１）施設現場の管理監督について 

    館長補佐は運転手を兼務しているため、館長不在時においては、運転手業務に従事する間、

常駐する責任者が不在となる。基本協定書第１５条の規定に基づく現場管理者のあり方につ

いて検討すること。                          【改善事項】 

 

 （２）浴場の衛生管理について 

    浴場は、当施設の魅力の一つとなっており、施設を適正に維持するためには日常の衛生管

理が不可欠である。浴場施設の清掃や残留塩素濃度の測定については、定期的に実施されて

いるが、今後とも、感染症対策の面からも浴槽の洗浄清掃や水質管理を徹底し、衛生管理に

一層努めること。                           【要望事項】 

 

 （３）健康相談事業について 

    当施設では、健康相談事業を実施している。一人暮らしの高齢者も増加傾向にあり、福祉

部をはじめとする行政と連携し、より充実した健康相談事業に発展させるよう努めること。 

                                      【要望事項】 

 

 （４）備品等の安全対策について 

    地震等に備えて、備品等の落下や転倒に対する防止策を講じること。また、劣化等による

事故が起こらないよう安全面において留意すること。           【改善事項】 

 

 （５）パンフレットの内容について 

    バスによる利用者送迎を行っているが、バスの乗降場所の一部がパンフレットに掲載され

ていなかった。利用者は高齢者が対象であり、バスは重要な移動手段の一つである。パンフ

レットは、市民へのＰＲの役割もあり、実態に即した掲載内容に改めること。 

                                      【改善事項】 
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【福祉部介護・高齢福祉課】 

 （１）基本協定書等について 

  ア 基本協定書等の内容について、次期契約更新時には、協定の相手先や実態に沿って精査し、

見直しを図ること。また、仕様書については、実施する業務内容を具体的に記載すること。 

                                      【改善事項】 

  イ 災害時における危機管理体制について、基本協定書等に本市と指定管理者との役割分担等

を明記すること。                           【改善事項】 

 

 （２）事業計画及び実績について 

    事業計画書の提出時には、事業内容や収支見込を精査すること。また、日常においては、

事業計画に基づいた実施内容となっているかを確認するとともに、事業報告書には、計画に

対しての実績を記載するよう指導すること。               【改善事項】 

 

 （３）業務の履行確認について 

  ア 協定書及び仕様書に基づく条項別の実査マニュアルを作成し、業務内容の確認について定

期的に実査を行うとともに、所属長による抜き取り実査により牽制を行い、記録を文書にし

て残すこと。                             【改善事項】 

  イ 毎月の事業報告書に基づき、事業や収入・支出の内容について実査を行い、記録を文書に

して残すこと。                            【改善事項】 

  ウ 年度末には、貸与備品の実査を指定管理者に立ち会わせて行い、記録を文書にして残すこ

と。                                 【改善事項】 

 

 （４）バスの運行委託について 

    利用者の移動手段として、バスの運行委託契約を２社と締結し、それぞれの路線バス停留

所を利用している。路線バスのルートにとらわれず、より利便性を向上させ、経費削減にも

つながるような方策について検討すること。               【要望事項】 

 

 （５）備品について 

    施設の備品の中には、旧型のものや使用を控えているものがある。安全性や利用者のニー

ズを考慮し、サービスの質の向上を図るため、計画的な買い換えを行うこと。【改善事項】 

 

 （６）修繕費の負担について 

    本市所有の施設、備品の修繕費が指定管理料の積算の中に含まれているが、本市と指定管

理者との間で、修繕費の負担のあり方について検討すること。       【要望事項】 

 

 （７）指定管理者の選定について 

    指定管理者選定委員会での選定時には、発注者として所管課の意思を明確にすること。選

定委員が、『応募者の意欲や実態を十分把握』し、提案内容をよく理解したうえで、適切な

選定ができるよう審査方法の見直しについて検討すること。        【要望事項】 
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 （８）経営努力に対するインセンティブについて 

    指定管理者として利用料金制を導入していないため、利用者を増やすことによる収益増は

見込めず、インセンティブが働きにくい。経費削減のみでの利益追求となり、事業の縮小化、

市民サービスの低下が危惧される。経費やサービス内容が妥当であるかどうかを精査した上

で、利用者増や市民サービス向上のための必要経費について連絡調整会議で情報を共有する

とともに信頼関係を構築し、指定管理者のモチベーションを高められるような仕組みについ

ても検討すること。                          【要望事項】 

 


